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基幹統計一覧（令和４年１月１日現在：53統計） 

 

○統計法第２条第４項第１号の規定により直接法定されている基幹統計：国勢統計 

○統計法第２条第４項第２号の規定により直接法定されている基幹統計：国民経済計算 

○統計法第２条第４項第３号の規定により総務大臣が指定する基幹統計：51統計 

 

統計法第２条第４項第３号の規定により総務大臣が指定する基幹統計一覧 

名称 作成目的 作成者 作成方法 公示履歴等 

住宅・土地統

計 

住宅及び住宅以外で人が居

住する建物（以下この項にお

いて「住宅等」という。）に

関する実態並びに現住居以

外の住宅及び土地の保有状

況その他の住宅等に居住し

ている世帯に関する実態を

全国的及び地域別に明らか

にすることを目的とする。 

総務大臣 専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

労働力統計 国民の就業及び不就業の状

態を明らかにすることを目

的とする。 

総務大臣 専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成24年３月27日付け

総務省告示第101号（名

称の変更） 

小売物価統計 国民の消費生活に必要な商

品の小売価格及びサービス

の料金についてその毎月の

動向及び地域別の物価を明

らかにすることを目的とす

る。 

総務大臣 専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成24年６月15日付け

総務省告示第213号（作

成目的の変更） 

令和２年12月９日付け

総務省告示第373号（作

成目的の変更） 

家計統計 国民生活における家計収支

の実態を毎月明らかにする

ことを目的とする。 

総務大臣 専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成26年３月27日付け

総務省告示第113号（名

称の変更） 

個人企業経済

統計 

個人企業の経営の実態を明

らかにすることを目的とす

る。 

総務大臣 専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成26年３月27日付け

総務省告示第113号（名

称の変更） 

平成31年１月18日付け

総務省告示第７号（作成

目的の変更） 

科学技術研究

統計 

我が国における科学技術に

関する研究活動の状態を明

らかにすることを目的とす

る。 

総務大臣 専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成24年３月27日付け

総務省告示第99号（名称

の変更） 

地方公務員給

与実態統計 

地方公務員の給与の実態を

明らかにすることを目的と

する。 

総務大臣 専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成26年３月27日付け

総務省告示第113号（名

称の変更） 

就業構造基本

統計 

国民の就業構造を全国的及

び地域別に明らかにするこ

とを目的とする。 

総務大臣 専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成24年３月27日付け

総務省告示第100号（名

称の変更） 

全国家計構造

統計 

世帯の所得分布及び消費の

水準、構造等を全国的及び地

域別に明らかにすることを

目的とする。 

総務大臣 専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成31年３月14日付け

総務省告示82号（名称の

変更） 

社会生活基本

統計 

国民の社会生活の基礎的事

項を明らかにすることを目

的とする。 

総務大臣 専ら統計調査

の方法により

作成する。 
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名称 作成目的 作成者 作成方法 公示履歴等 

人口推計 五年ごとに作成する国勢統

計の間の人口の状態を明ら

かにすることを目的とする。 

総務大臣 統計調査以外

の方法により

作成する。 

平成28年10月18日付け

総務省告示第388号（指

定） 

法人企業統計 我が国における法人の企業

活動の実態を明らかにする

ことを目的とする。 

財務大臣 専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

民間給与実態

統計 

民間給与の実態を明らかに

し、租税に関する制度及び税

務行政の運営に必要な基本

的事項を明らかにすること

を目的とする。 

国税庁長

官 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

学校基本統計 学校教育行政に必要な学校

に関する基本的事項を明ら

かにすることを目的とする。 

文部科学

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成26年11月19日付け

総務省告示第401号（名

称の変更） 

学校保健統計 学校における幼児、児童、生

徒、学生及び職員の発育及び

健康の状態並びに健康診断

の実施状況及び保健設備の

状況を明らかにすることを

目的とする。 

文部科学

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

学校教員統計 学校の教員構成並びに教員

の個人属性、職務態様及び異

動状況等を明らかにするこ

とを目的とする。 

文部科学

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

社会教育統計 社会教育行政に必要な社会

教育に関する基本的事項を

明らかにすることを目的と

する。 

文部科学

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成27年３月25日付け

総務省告示第105号（名

称の変更） 

人口動態統計 出生、死亡、死産、婚姻及び

離婚の実態を明らかにする

ことを目的とする。 

厚生労働

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成26年３月27日付け

総務省告示第113号（名

称の変更） 

毎月勤労統計 雇用、給与及び労働時間の変

動を全国的及び都道府県別

に明らかにすることを目的

とする。 

厚生労働

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成26年３月27日付け

総務省告示第113号（名

称の変更） 

薬事工業生産

動態統計 

医薬品、医薬部外品、医療機

器及び再生医療等製品に関

する毎月の生産の実態等を

明らかにすることを目的と

する。 

厚生労働

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成26年３月27日付け

総務省告示第113号（名

称の変更） 

平成26年11月19日付け

総務省告示第402号（作

成目的の変更） 

医療施設統計 医療施設の分布及び整備の

実態並びに医療施設の診療

機能の状況を明らかにする

ことを目的とする。 

厚生労働

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

患者統計 医療施設を利用する患者の

傷病の状況等の実態を明ら

かにすることを目的とする。 

厚生労働

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成23年５月20日付け

総務省告示第192号（名

称の変更） 

賃金構造基本

統計 

労働者の種類、職種、性、年

齢、学歴、勤続年数、経験年

数等と、賃金との関係を明ら

厚生労働

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 
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名称 作成目的 作成者 作成方法 公示履歴等 

かにすることを目的とする。 

国民生活基礎

統計 

保健、医療、福祉、年金、所

得等厚生行政の企画及び運

営に必要な国民生活の基礎

的事項を明らかにすること

を目的とする。 

厚生労働

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

生命表 全国の区域について、日本人

の死亡及び生存の状況を分

析することを目的とする。 

厚生労働

大臣 

統計調査以外

の方法により

作成する。 

平成23年３月２日付け

総務省告示第70号（指

定） 

社会保障費用

統計 

社会保障に要する費用の規

模及び政策分野ごとの構成

を明らかにすることを目的

とする。 

厚生労働

大臣 

統計調査以外

の方法により

作成する。 

平成24年７月９日付け

総務省告示第258号（指

定） 

農林業構造統

計 

農林行政に必要な農業及び

林業の基礎的事項を明らか

にすることを目的とする。 

農林水産

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

牛乳乳製品統

計 

牛乳及び乳製品の生産に関

する実態を明らかにするこ

とを目的とする。 

農林水産

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

作物統計 耕地及び作物の生産に関す

る実態を明らかにすること

を目的とする。 

農林水産

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

海面漁業生産

統計 

海面漁業の生産に関する実

態を明らかにすることを目

的とする。 

農林水産

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

漁業構造統計 水産行政に必要な漁業の基

礎的事項を明らかにするこ

とを目的とする。 

農林水産

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成25年３月19日付け

総務省告示第119号（名

称の変更） 

木材統計 素材生産並びに木材製品の

生産及び出荷等に関する実

態を明らかにすることを目

的とする。 

農林水産

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

農業経営統計 農業経営体の経営及び農産

物の生産費の実態を明らか

にすることを目的とする。 

農林水産

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

経済産業省生

産動態統計 

鉱工業生産の動態を明らか

にすることを目的とする。 

経済産業

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

ガス事業生産

動態統計 

ガス事業の生産の実態を明

らかにすることを目的とす

る。 

経済産業

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

石油製品需給

動態統計 

石油製品の需給の実態を明

らかにすることを目的とす

る。 

経済産業

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

商業動態統計 商業を営む事業所及び企業

の事業活動の動向を明らか

にすることを目的とする。 

経済産業

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成26年９月30日付け

総務省告示第353号（名

称の変更） 

経済産業省特

定業種石油等

消費統計 

工業における石油等の消費

の動態を明らかにすること

を目的とする。 

経済産業

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

経済産業省企 企業の活動の実態を明らか 経済産業 専ら統計調査  
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名称 作成目的 作成者 作成方法 公示履歴等 

業活動基本統

計 

にすることを目的とする。 大臣 の方法により

作成する。 

鉱工業指数 鉱工業製品を生産する国内

の事業所における生産、出荷

及び在庫に係る諸活動並び

に各種設備の生産能力及び

稼働状況を明らかにするこ

とを目的とする。 

経済産業

大臣 

統計調査以外

の方法により

作成する。 

平成23年２月９日付け

総務省告示第35号（指

定） 

港湾統計 港湾の実態を明らかにし、港

湾の開発、利用及び管理に資

することを目的とする。 

国土交通

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成22年１月19日付け

総務省告示第15号（名称

の変更） 

造船造機統計 造船及び造機の実態を明ら

かにすることを目的とする。 

国土交通

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

建築着工統計 全国における建築物の建設

の着工動態を明らかにする

ことを目的とする。 

国土交通

大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

鉄道車両等生

産動態統計 
鉄道車両、鉄道車両部品、鉄

道信号保安装置及び索道搬

器運行装置の生産の実態を

明らかにすることを目的と

する。 

国土交通

大臣 
専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成 26 年３月 27 日付

け総務省告示第 113 号

（名称の変更） 

建設工事統計 建設工事及び建設業の実態

を明らかにすることを目的

とする。 

国土交通

大臣 
専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

船員労働統計 船員の報酬、雇用等に関する

実態を明らかにすることを

目的とする。 

国土交通

大臣 
専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

自動車輸送統

計 
自動車輸送の実態を明らか

にすることを目的とする。 
国土交通

大臣 
専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

内航船舶輸送

統計 
船舶による国内の貨物の輸

送の実態を明らかにするこ

とを目的とする。 

国土交通

大臣 
専ら統計調査

の方法により

作成する。 

 

法人土地・建

物基本統計 
国及び地方公共団体以外の

法人が所有する土地及び建

物の所有及び利用並びに当

該法人による土地の購入及

び売却についての基礎的事

項を全国的及び地域別に明

らかにすることを目的とす

る。 

国土交通

大臣 
専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成 25 年２月 27 日付

け総務省告示第 105 号

（名称及び作成目的の

変更） 

経済構造統計 すべての産業分野における

事業所及び企業の活動から

なる経済の構造を全国的及

び地域別に明らかにするこ

とを目的とする。 

総務大臣

及び経済

産業大臣 

専ら統計調査

の方法により

作成する。 

平成 23 年３月 30 日付

け総務省告示第 114 号

（作成者の変更） 

産業連関表 生産活動における産業相互

の連関構造並びに生産活動

と消費、投資、輸出等との関

連及び生産活動と雇用者所

内閣総理

大臣、金

融 庁 長

官、総務

統計調査以外

の方法により

作成する。 

平成 22 年９月 24 日付

け総務省告示第 345 号

（指定） 
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名称 作成目的 作成者 作成方法 公示履歴等 

得、営業余剰等との関連を明

らかにすることを目的とす

る。 

大臣、財

務大臣、

文部科学

大臣、厚

生労働大

臣、農林

水 産 大

臣、経済

産 業 大

臣、国土

交通大臣

及び環境

大臣 
 
（注）総務大臣が指定する「基幹統計」については、統計法（平成19年法律第53号）第７条第２項の規定に

基づき、指定した後、その旨を公示することが求められている。 
本表に掲載されている基幹統計のうち、公示履歴等の記載がないものは、旧統計法（昭和22年法律第

18号）第２条の規定に基づき、総務大臣が指定していた「指定統計」であって、統計法の改正に伴う経
過措置として、平成21年４月１日付け総務省告示第216号により、統計法第２条第４項第３号の規定によ
り指定を受けた基幹統計とみなされたものである。 
なお、同告示により基幹統計として指定を受けたとみなされたもののうち、以下の５つの基幹統計は、

その後指定が解除されている。 
 
・全国物価統計（平成24年６月15日付け総務省告示第213号） 
・埋蔵鉱量統計（平成25年３月29日付け総務省告示第150号） 
・工業統計（令和元年５月24日付け総務省告示第40号） 
・商業統計（令和元年５月24日付け総務省告示第40号） 
・特定サービス産業実態統計（令和元年５月24日付け総務省告示第40号） 


